
 
 
 
 
 
 
 

一般財団法人観光まちづくり佐伯 

の経営状況を説明する書類 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年第４回 
佐伯市議会定例会 

- 1 -



   一般財団法人観光まちづくり佐伯の概要 
 
                           令和６年６月 25 日現在  
 
１ 名   称  一般財団法人観光まちづくり佐伯 
２ 目   的  佐伯市内外の関係者が一体となって佐伯の自然、歴史、文化、景

観、産業、風習等の磨き上げを行うとともに、その結び付きを最大

限に活用することで、地域価値の向上と交流人口の増加を図り、も

って市民生活文化の向上、地域経済の活性化及び地域への誇りと愛

着の醸成に資することを目的とする。 
３ 設立年月日  令和６年２月 19 日 
４ 資 本 金  3,000 千円（市出資等額：1,000 千円、市出資等割合：33.3％） 
５ 役   員  代表理事    池邉 恭行 
         評議員（７人） 
            会長   谷川 憲一 
                 岩崎 栄 
                 宮明 邦夫 
                 岩本 光生 
                 植田 実 
                 吉岡 健児 
                 奥村 秀蔵 
         理事（８人） 
            理事長  池邉 恭行 
            副理事長 三浦 好 
                 山本 徹 
                 岡村 常春 
                 吉澤 清良 
                 益永 朋幸 
            業務執行理事 半田 慎二 
            業務執行理事 山本 弘幸 
         監事（２人） 
                 田口 朗生 
                 山田 美之 
６ 従 業 員  常勤 19 人（正職員 14 人、出向等５人）、非常勤７人 
７ 事 務 所  大分県佐伯市中村南町３番２号 
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令和５年度事業報告 

 

本法人の第１期となる令和５年度につきましては、法人の創立と令和６年度以降の本格

的な事業開始に向けての準備を進めてまいりました。経過等については、以下に掲載すると

おりです。 

 

 令和５年 

１２月２５日 佐伯版ＤＭＯ設立準備委員会において次の事項を決定 

          ・法人名称 

          ・定款 

          ・印章規程、基本財産管理規程ほか法人の根幹規程 

 令和６年  

１月２３日 基本財産拠出 

２９日 佐伯版ＤＭＯ設立準備委員会において次の事項を決定 

          ・設立時の評議員、理事、監事 

          ・設立時代表理事 

          ・法人事務所 

   ２月 ６日 定款の公的認証（大分公証人合同役場） 

      ７日 定款及び法人印登記（大分地方法務局） 

     １９日 設立総会 

         第１回理事会 

          ［議事］ 

           ・令和５年度中の評議員会及び理事会の開催について 

           ・事務局規程、職員就業規程、職員給与規程について 

           ・事務局職員の採用スケジュールについて 

   ３月１１日 第１回評議員会 

          ［議事］ 

           ・令和５年度中の評議員会及び理事会の開催について 

           ・評議員会会長の選定について 

         第２回理事会 

          ［議事］ 

           ・規程の決定について 

           ・事務局職員採用の経過等報告 

     １９日 第３回理事会 

          ［議事］ 
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           ・規程の決定について 

           ・管理監督職員の任用について 

           ・一般職員の任用について（報告） 

     ２５日 第２回評議員会 

          ［議事］ 

           ・評議員の選任について 

           ・理事の選任について 

         第４回理事会 

          ［議事］ 

           ・副理事長の選定について 

           ・業務執行理事の選定について 

           ・令和６年度事業計画及び予算について 

           ・中期経営戦略の方向性について 

           ・規程の決定について 

     ２６日 事務局職員辞令交付式 
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令和６年度事業計画 

 

令和６年度は、一般財団法人観光まちづくり佐伯が新たな一歩を踏み出す年であり、母体とな

る株式会社まちづくり佐伯と一般社団法人佐伯市観光協会がこれまで培ってきた信頼とブランド

をしっかりと継承し、良いものはより良く発展させ、改善すべきものは前例に縛られずに改善す

ることを基本に事業を進めます。 

まずは、佐伯市のツーリズム戦略並びに市街地グランドデザインに関連する各種受託事業を確

実に実施しながら自主事業を育み育てることにより運営基盤を固め、併せて地域の観光事業者や

商工事業者、農林水産事業者等の民間事業者との連携によるまちづくり推進体制、観光誘客推進

体制の構築を目指します。 

加えて、中期経営戦略の策定に早々に取り組み、今年度中の国の観光地域づくり法人の登録に

向けた作業を開始します。また、新たな収益源の確保に関する調査研究を行います。 

今年度のスローガンは「成功を信じてやってみる」とし、新たな世界に向かって、失敗を恐れ

ず、変化を恐れず、過去にとらわれず、未来に向かってチャレンジします。 

 

 

○令和６年度実施事業 

１．さいき本舗城下堂事業 

  佐伯産品、オーガニック商品を中心にギフト商品やふるさと納税返礼品を企画し販売します。

市内だけでなく、市外や県外に販路を拡げることを目指し、ＥＣサイトによる取引拡大を進め

ます。 

 

２．さいきレトリップ事業 

  大正ロマン袴着付体験を国内向けだけではなくインバウンド商品としてもＰＲし、収益事業

として発展させる取組を進めます。 

 

３．お土産物開発販売事業 

  各種グッズの企画開発を進め、観光案内所や観光交流館、さらにふるさと納税等による販売

を行い、収益増を目指します。 

 

４．レンタサイクル事業 

  観光案内所及び観光交流館に設置しているレンタサイクルの利用促進を進めます。 

 

５．ＪＲ九州観光列車おもてなし事業 

  「３６ぷらす３」の重岡駅停車時、「ななつ星」の佐伯駅停車時のマルシェ開催により物販販

売を行い、さいき本舗城下堂事業等との相乗効果を目指します。 
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６．浦１００ツーリズムによる地域再生事業（新規） 

  ＮＥＸＣＯ西日本との連携による新たな視点による観光エリアの創出を宇目地域において実

証的に行い、将来的には市域全体での展開を目指します（一般財団法人国土計画協会支援事業）。 

 

７．受託事業 

（１）駅前駐車場公金収入及び観光案内所業務 

   市営駅前駐車場と観光案内所の管理運営業務の受託 

 

（２）観光交流館観光案内業務 

   佐伯市観光交流館来訪者への案内業務の受託 

 

（３）大手前情報発信館管理業務 

佐伯市の各種情報の発信やＰＲを行うことを目的とする佐伯市大手前情報発信館の施設管

理業務の受託（佐伯市は今後指定管理者の募集を行う予定） 

 

（４）国内誘客推進事業 

   食、自然、体験、歴史文化等幅広い素材をいかし、企画ツアー商品の造成や公共交通事業

者との連携事業、広域連携による誘客事業、食のフェア事業等を展開し、国内誘客の推進を

図ります。インバウンド誘客を見据えた事業も推進します。 

 

（５）観光情報発信事業 

   観光ナビ（佐伯市観光ホームページ）の運営管理やＳＮＳによる情報発信、各種観光パン

フレットの管理、ポスターやグッズ等のデザインを行い、広く観光宣伝を行います。 

 

（６）ＪＲディスティネーションキャンペーン（ＪＲＤＣ）に向けた誘客事業 

令和６年４月から６月にかけて展開される福岡大分共同開催のＪＲＤＣに向けた誘客事業

を実施します。５月１８日に実施予定の「佐伯港町バル」事業を中心にＪＲ九州等と連携し

た誘客活動を行うとともに、アフターＪＲＤＣの向けた誘客の取組みについても検討します。 

 

（７）自転車活用推進事業 

縦横高さとも広く変化に富んだエリアを有し、温暖な気候に恵まれた佐伯市の特性をいか

したサイクルツーリズム推進に資する事業を展開し、国内外のサイクリストの誘客を図りま

す。 

 

（８）クルーズ船受入事業 

佐伯港に寄港するクルーズ客船をおもてなしの心で迎える受入事業を行います。９月２８

日（土）に「飛鳥Ⅱ」が初寄港する予定です。 
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（９）市街地人と仕事創造事業 

   市街地における起業創業の支援や佐伯産品の開発及び販売、事業者の魅力発信、市民団体

の交流促進等を包括的に実施することで、市街地グランドデザインの実現を目指します。 

 

（１０）チャレンジショップ事業 

中心市街地の空き店舗を活用し、低廉な家賃で開業できる店舗を一定期間提供し、新規創

業希望者を育成します。 

 

（１１）地域産業教育促進事業 

   市内の生徒や児童の企業訪問等に関して、学校と企業間のコーディネイトを行い、地域企

業の理解を進めます。中学生、高校生を対象とする講習会やセミナーを開催し、今後社会で

求められるコミュニケーション能力等を高めます。 

 

（１２）食のまちづくり推進事業 

食のワークショップ等の実施を通して、オーガニックシティの実現に向けた取組を行い、

食のまちづくりの推進を図ります。 
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